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新型コロナウイルス感染症対策のための登校日の中止について② 

 

標記の件について、連絡します。今後、新たに状況の変化があれば、すぐに、

お知らせいたします。 

 

記 

 

 

１ ４月の登校日（２１日、２８日）の中止について 

  県教育委員会の指示で、今月の登校日は中止になりました。 

  石川県から４月１３日に「緊急事態宣言」が発表されており、来週も引き

続き、登校日は取りやめとなります（４月２０日～５月１日）。 

 

 

２ 休業期間中の生活について 

感染拡大防止の観点から、引き続き週末も含め、外出は自粛し、基本的に自

宅待機をしてください。規則正しい生活を送り、十分な睡眠・適度な運動・バ

ランスの取れた食事を心がけて、ウイルスへの抵抗力を高めていきましょう。 

        

 

３ 居場所を確保できない児童生徒の、学校での預かりについて 

  これまで通り、継続いたします。 

  ○スクールバス利用を含む確認事項は、これまでお知らせした通りです。 

        

 

４ その他   

  ・体育館開放、図書の貸し出しは、中止しています。 

  ・児童生徒の状況について月曜日・木曜日に、担任から電話で確認します。 

  ・保護者の皆様も、来校が必要な場合は、検温や風邪症状のチェックをさ

れた上、マスク着用にてお願いします。また、校舎内の立ち入りは玄関

までとします。 

 

 

 

以上、長期の休業となりますが、ご理解ご協力のほど、お願いいたします。 


